
2広報すおう大島 平成 18 年 ( 2006 年 ) ９月号

自己負担限度額（月額）
平成 18年 9月 30 日まで 平成 18年 10 月 1日から
外   来

( 個人単位 )
外来＋入院
( 世帯単位 )

外   来
( 個人単位 )

外来＋入院
( 世帯単位 )

一定以上所得者
（現役並み所得者） 40,200 円

72,300 円＋
医療費が
361,500 円を超えた場
合はその超えた分の１％
を加算（40,200 円）

44,400 円

80,100 円＋
医療費が
267,000 円を超えた場
合はその超えた分の１％
を加算（44,400 円）

一      般 12,000 円 40,200 円 12,000 円 44,400 円
低所得者

（住民税非課税者）
Ⅱ

8,000 円
24,600 円

8,000 円
24,600 円

Ⅰ 15,000 円 15,000 円
（注）過去 12カ月間に４回以上の支給を受ける場合、４回目からは限度額が（　）の金額に下がります。

７０歳以上の人
平
成
18
年
10
月
か
ら

国
保
と
老
人
保
健
が
変
わ
り
ま
す

○
70
歳
以
上
ま
た
は
老
人
保
健
で
医
療

　

を
受
け
る
人
の
う
ち
、
一
定
以
上
所

　

得
が
あ
る
人（
現
役
並
み
所
得
者
）は
、

　

医
療
機
関
に
支
払
う
自
己
負
担
割
合

　

が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

課税所得 70歳以上の方および老人保健で
医療を受ける方の収入の合計金額

１ 145 万円以上
213 万円未満

２
※ 213 万円以上

高齢者が
1人の世帯

383 万円以上
484 万円未満

高齢者が
2人以上の世帯

520 万円以上
621 万円未満

※申請が必要となります。

平成 18年９月 30日まで
２割

平成 18年 10月１日から
３割

○
70
歳
以
上
の
高
齢
者
の
方
の
患
者
負

　

担
に
係
る
所
得
判
定
基
準
が
変
わ
り

　

ま
し
た
。（
平
成
18
年
8
月
か
ら
）

　

一
定
以
上
所
得
者
（
現
役
並
み
所
得

者
）
に
係
る
基
準

◆
課
税
所
得
額
１
４
５
万
円
以
上

　
（
変
更
な
し
）

◆
収
入
額　
　

・
高
齢
者
複
数
世
帯

６
２
１
万
円
以
上
↓  

５
２
０
万
円
以
上

・
高
齢
者
単
身
世
帯

４
８
４
万
円
以
上
↓  

３
８
３
万
円
以
上

○
税
制
改
正
に
伴
い
自
己
負
担
に
関
す

　

る
経
過
措
置
（
平
成
18
年
８
月
か
ら

　

２
年
間
）
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

①
老
年
者
に
係
る
住
民
税
非
課
税
措
置

の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置

　

住
民
税
課
税
者
（
前
年
の
合
計
所
得

金
額
１
２
５
万
円
以
下
で
あ
っ
て
平
成

17
年
１
月
１
日
現
在
65
歳
以
上
の
方
）

と
同
一
世
帯
の
住
民
税
非
課
税
で
あ
る

老
人
医
療
受
給
者
等
の
方
は
、「
自
己
負

担
限
度
額
」
お
よ
び
「
入
院
時
食
事
代

の
標
準
負
担
額
」
は
「
低
所
得
Ⅱ
」
を

適
用
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
は

「
低
所
得
Ⅰ
」
の
適
用
と
な
り
ま
す
。

②
公
的
年
金
等
控
除
の
見
直
し
・
老
年

者
控
除
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置

　

一
定
以
上
所
得
者
（
現
役
並
み
所
得

者
）
に
な
る
方
で
、
次
の
表
の
い
ず
れ

か
に
あ
て
は
ま
る
方
は
医
療
費
が
高
額

に
な
っ
た
時
の
「
自
己
負
担
限
度
額
」

は
「
現
役
並
み
所
得
者
」
で
は
な
く
「
一

般
」
を
適
用
し
ま
す
。

○
高
額
療
養
医
療
費
の
自
己
負
担
限
度

　

額
が
変
わ
り
ま
す
。


